
 神奈川県建築物震後対策推進協議会（以下、本誌では協議会という。）では、毎年、判定士の皆さんと一体

となり実践的な訓練を行っております。

 本年度は平成 13年 11月 21日に秦野市内で被災時想定に合わせた模擬訓練を開催し、県内判定士約 70人
と県及び市町村職員のほか、10都県協議会を含め総勢約 150人が参加しました。
 今回は、訓練の内容を判定の流れに沿って紹介したいと思います。今一度ご確認ください。

1．訓練内容（判定活動の流れ）

 判定士の皆さんには、大地震発生直後に災害対策本部の要請を受け、余震等による建築物の倒壊、部材の落

下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図るための応急危険度判定活動を行うという大変重要な役割

をお願いしております。
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（2）集合

 一次参集場所に

集合する。

（訓練では小田急

 秦野駅南口集合）

（1）判定士の要請

 判定士の派遣要請を模擬訓練の前日に行政庁

間緊急連絡網を使用して行うと共に、訓練判定

士に対しては参集場所・時間等を伝達する連絡

訓練を行いました。

（3）判定実施本部へ移動

 同行するコーディネーターより、被災地の状

況や判定活動の説明を受ける。

（訓練ではバス車

 中で判定調査概

 要ビデオを視聴）

（4）到着・受付

 実施本部に到着

後、受付で氏名等

を申告、認定証等

を提示して確認

を受ける。



 （７）判定作業

   1チーム 2人で判定を行う。判定は、判定調査表の項目に添って行う。

 ①落下危険物・転倒危険物

  の調査（安全性の確認）

 ②建築物概要の把握（所在

  地･用途･構造･階数等）

 ③建築物周囲を調査し倒壊

  の危険性を見る

 ④下げ振りにより建築物の

  傾斜を調査

 ⑤基礎･外壁等の被害につ

  いて調査

 ⑥総合判定

  （危険個所等のコメント）

判定士の皆さんにはメールアドレスの登録をお願いしています。詳しくはホームページをご覧下さい。２

（6）判定街区へ移動

 実施本部が用意した移動手段

        で判定街区へ

        移動する。

       （訓練では徒歩

        で向かう）

（5）説明・資機材の配付

 実施本部のコーディネーター

より、判定作業の

説明及び班編成が

行われ、判定資機

材が配付される。

        （9）報告

            当日の判定結
      果等を報告し、

      実施本部の指示

      を受ける。

(コーディネーターへの報告)

（8）標識貼付

  判定標識を玄
関等の見やすい

位置に貼付する。

（危険の無い場所とする）



２．判定結果集計表

３．訓練参加者の感想等

判定結果集計表(Ａ棟=32組. Ｂ棟=33組)
建築物名称 Ａ棟（仮称：丹沢太郎邸） Ｂ棟（仮称：秦野次郎邸）

想定判定結果 危険(赤) 危険(赤)

・土台の腐食箇所 ・柱脚部の腐食、浮き上がり。

・建築物の最大傾斜角 1/30(Ｂランク) ・建築物の最大傾斜角 1/11(Ｃランク)

・筋違いの破断による残余耐震性能低下 ・瓦の大きなずれ及び一部落下

・テレビアンテナの傾斜 ・窓ガラスの破損

訓練判定結果 調査済(緑) 要注意(黄) 危険(赤) 調査済(緑) 要注意(黄) 危険(赤)

(判定標識） 0 19 13 0 1 32

・屋根瓦落下の恐れ、筋違い破断箇所あり。 ・著しい傾斜、崩壊の危険性あり。立ち入り禁止

訓練で判定士が ・外壁破損、筋違いが折れている。 ・建築物の傾斜、柱と土台のあき、腐食・蟻害あり。

貼付した標識の ・筋違いの破断、建築物が傾斜しているので注意 ・屋根瓦・窓ガラス・内装材落下危険あり。余震に

 主なコメント ・壁の亀裂、土台の一部破損、アンテナの傾斜等  よる倒壊の恐れあり。

（要約）  により要注意 ・一見して危険です。(倒壊の恐れ)立ち入り禁止

・建築物の一部破壊により壁損傷あり要注意 ・土台の浮きあがり。傾斜が著しいので危険

調査時の着目点

 神奈川県では、神奈川県地域活断層調査委員会

(委員長：太田陽子横浜国立大学名誉教授)を設置

し、県内の活断層調査を計画的に実施

しています。

 調査の主旨は、活断層の位置、活動

した時期、規模等を把握し、正確な情

報を公表することにより、安全な土地

利用の推進を図るとともに長期的に地

震に強いまちづくりの基礎資料とする

ことにあります。

 平成 13年 8月に三浦半島断層群につ

いての調査結果が発表されました。

 三浦半島北部にある衣笠、北武、武山

 今回の訓練では、判定標識の色は違えどもコメ

ントの内容には大きな差異は無く、また、素人で

も分かりやすい内容が多く書かれていました。こ

れも講習会、模擬訓練や判定士だより等を通じて

判定士の皆さんによくご理解して頂いている成果

ではないかと思っております。

 訓練に参加された判定士の皆さん本当にご苦労

さまでした。

 Ａ棟の判定結果は、筋違いの破断や落下物をど

う判断したかで分かれたようです。協議会側では

筋違いの破断による残余耐震性能の低下、アンテ

ナ等の落下の恐れにより危険と判定しました。

 コメント欄を有効に活用して、その判定に至っ

た経緯や建築技術者としての見解を付記し、今後

の余震に対する注意事項や対応等も書き添えて

頂ければよいと判断しています。

４．総  評

の３断層は、地下で収斂している可能性があり、

断層群とした場合の平均活動期間はそれぞれの

活断層より短縮され、数 100年以内にＭ７程度の

地震を引き起こす 可能性があるとしています。

記者発表資料は神奈川県のホームページに掲載されています。

http://www.pref.kanagawa.jp/press/0108/28017/index.htm

         神奈川県活断層調査（三浦半島断層群）特集２

2002‐判定士だより９号 ３協議会ホームページ（地震のページ）からも リンクしています。

・各自治体での訓練が必要

・訓練説明がわかりにくい。

・思ったより記入する箇所が多かった。

・被災時の移動が大変と思われる。

・Ｓ造、ＲＣ造の訓練が必要

・大変参考になった。

http://www.pref.kanagawa.jp/press/0108/28017/index.htm


１．被災建築物応急危険度判定（以下「判定」

 という。）の方針

２．判定の実施体制

 中国・四国地方に被害を与えた芸予地震(H13.3.24発生)において実施された応急危険度判定活動
の報告が、全国被災建築物応急危険度判定協議会発行の「被災建築物応急危険度判定ＯＱ通信４号」

に掲載されています。そのうち広島県及び県内 6市が実施した判定活動についての報告記事全文を
ご紹介します。日本国内の応急危険度判定実施はこれで計８回目になりました。

 芸予地震における広島県の被災建築物応急危険度判定活動

広島県土木建築部都市局建築指導室

教訓の内容 広島県での対応

 危険度判定の意義等について、住民及び市町村の職員の

充分な理解がないまま実施したため，危険若しくは要注意

とされた建物の所有者等の中に、不安やとまどいが広がっ

た。住民の不安の内容は「危険」と表示された建物には貴

重品も取りに入れないのか、同建物は建替えをしなければ

ならないのか、仮設住宅への入居や罹災証明に役立つもの

であるかなど、ほとんど誤解によるものであった。

 判定の内容を住民によく説明し理解しても

らうことにより判定ステッカーの貼付を絶対

化しない方針を打ち出すことができた。

 市町村に対する罹災証明のための技術支援にも参加し

たが、全壊＝赤、半壊＝黄、一部損壊＝緑であると勘違い

している人が多くいた。

 罹災証明について、県内担当者会議で事前学

習を実施した。判定活動中、罹災証明との違い

を例示するなどして分かりやすく説明するこ

とができた。

 復旧に関する住宅相談もなるべく早く行う必要がある。  地震発生の 8 日後、広島県建築士事務所協
会に改修のための相談窓口を開設した。相談件

数約５０件

        応急危険度判定の実施（平成 13年芸予地震）特集３

３．判定活動結果の概要

 (1)実施期間 平成 13年 3月 25日から 4月 12日
        迄
 (2)実施場所 広島市、呉市など３０市町

 (3)実施件数：９９４件
  （危険 76件、要注意 541件、調査済 377件）
 (4)参加した判定士の延べ人数 395名(内民間判定
    士数 43名)、実数 122人(内民間判定士数 39名)

４．生かされた鳥取県西部地震における

              判定活動の教訓

  中国・四国被災建築物応急危険度判定協議会で

 は、昨年のこの地震での判定活動からの教訓や課

 題を抽出し、全国協議会へレポートした。芸予地

 震でも判定活動の最中、鳥取県西部地震で生じた

 ことと同様の混乱が起きた。広島県では、その教

 訓を生かし混乱を少なくすることができた。

４

 危険度判定が必要かどうかは原則として各市町

村の判断によることにしていたが、最終的には県

の判断で全県的に実施することにした。平成 13年
３月に決めた広島県被災建築物応急危険度判定要

綱に基づき、実施主体は各市町村としたが、それ

ぞれの市町の認識や組織状況の違いにより、県の

地域事務所だけで実施したところもあった。

 今回の芸予地震における建築物被害は、県南西

部を中心にきわめて広範囲にわたった。また、「特

に被害が一部地域に集中した」状況も見られなか

った。従って、範囲を限定して判定を行うことは

適切でないと判断し、原則として住民からの要請

のあった建物について実施することとした。



５．判定活動に対する被災者の反応

 （判定活動を行った行政職員判定士の発言から）

 東広島周辺地域の場合、被災者からの依頼のほ

とんどは、「瓦の落下や壁のクラックの被害が生

じているが大丈夫かどうか見てもらいたい。」と

いうものであった。しかし、中には大きな揺れが

あったことによる恐怖から、「また同じ様な地震

が生じたら倒壊しないだろうか。」との不安を訴

える被災者や、「不安で夜も寝られない。」と感じ

ている住民もかなりいた。これらの住宅に対して

判定を行ったところ、周囲の擁壁の破壊により危

険と判定したものが数件あったものの、多くは

「安全」若しくは「要注意」であった。必要なア

ドバイスをすると、立ち会った被災者は「今日か

ら安心して寝ることができる。」と安堵の言葉を

聞くことができた。「民間の建設業者にも相談し

たが、危険性を煽り立てるようで信用できない。」

という人もいた。

 三原市の沿岸部では、液状化が原因と思われる

地盤の崩壊による被害が多く見られた。外観調査

だけでは分からないが、内部調査すると床がかな

り隆起しているなど居住できない家屋が数件あ

った。山側地域の被害は、盛土と切土の境あたり

の宅盤の破壊によるものであった。地震発生の翌

日から消防職員による被災証明（罹災証明）のた

めの調査に建築職員が同行していた。３月２８日

某新聞が、各行政庁が実施している応急危険度判

定を「隠れた損壊 危険度診断」と銘打って報道

したため、市民からは耐震診断を期待しての危険

度判定の要請になった。そのため、翌日からの判

定士の活動は、まず被災者の多くから耐震診断を

含めた補修方法について相談を受けることにな

った。２８日と２９日だけで８４件の電話相談を

受けた。

 住宅以外では学校の被害が目立った。幸い地震

発生日が春休みであったため、当面は使用しない

ものの、新学期から使用するには問題がある学校

もあった。ブロック帳壁の破壊、ガラスの破損、

壁のクラック被害など春休み中に補修等が可能

であるものと、構造躯体が損傷を受けているため

計画立案の上、改修すべきものを区分するなどの

アドバイスを行った。我々の判定活動に学校関係

者や保護者から感謝された。

 呉市の場合、「危険」判定（３４件）の内、７

割ががけ崩れによるもの、２割が外壁落下の恐

れ、１割が基礎等の被害である。また「要注意」

判定もがけ崩れ被害によるものも多くあった。危

険の判定にも係わらず避難しない住民も何人か

いた。居住しながらがけを補修する人もいる。日

が経つに伴い、改修方法などの建築相談が多くな

った。

 三原市周辺の地域では、最初の頃は危険性の内

容とその応急の危険回避方法を教示し、住民に喜

ばれた。「外壁が大きく剥離して危険であるの

に、あるじがそれを認めない。そのため補修工事

ができない。なんとか説得を」との家族からの要

請により判定を実施した。説得するも納得が得ら

れない。諦めて帰ったが、何日か経ってから工事

が始まっていた。日が経つにつれ行政が何か補償

をしてくれるのではないかとの期待に変わって

いった。中には、以前からの破損も地震被害に結

び付けるものもあった。

 広島市安佐南区では、震度に比較して被害は小

さかったものの、地盤沈下や地割れに伴う床の不

同沈下や建物の傾斜などの被害により、不安を感

じている住民が多くいた。被害の多くは宅地造成

等規制法施行前の古い造成地でかつ建物も古い

ものにみられた。居住者の中には年金生活者が多

く、建て替えも資金的に困難で公的助成について

の相談が多かった。
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 ６．教訓と今後の課題

項 目 内    容

１．実施体制等 ① 広島県地域防災計画では、地震災害対策本部が設置されれば、危険度判定も業務の一

   つとされているものの、今回は充分に機能したとはいえなかった。情報が一本化しな

   いため混乱を大きくする原因にもなった。危険度判定の「災害対策本部内での位置づ

   け」の強化をする必要がある。

② K町では、関係機関の了解も得ず「地震による家屋の損壊による危険度診断」と題して

   「家屋の危険度診断については、広島県 H地域事務所建設局建築課に相談ください。

   応急危険度判定士がみなさんのお宅にうかがい、危険度診断をします。」との町民向け

   広報を出し、町民に混乱を与えた。このように、一部の町では危険度判定についての

   認識が充分でなかった。

③ 広島県Ｋ地域事務所では、市町職員も同行し判定活動を行った。市町担当者の危険度

   判定の認識を高めることにもなった。

④ 民間判定士受け入れのための費用負担については、損害保険の費用は、県が負担する

   仕組みを確立させた。その他については、今後の課題である。また、民間判定士の判

   定活動の高速道路使用料免除について、速やかに対応できるよう体制を整えておく必

   要がある。

⑤ 判定資機材の備蓄体制は極めて貧弱である。

２．実施方法 ① 今回は被災者から要請があったもののみ実施したが、この方法では危険住宅が「危険」

   判定されずに使用されている可能性がある。
② 呉市では、結果論ではあるが、もっと早く民間判定士の動員などの応援要請をすべき

   だったと思う。

③ 広島市は、２５日にパトロールをし判定活動は不要と判断し県に報告した。東広島市

   は、震度４であったからマニュアルによると判定が必要かどうかも検討する必要がな

   いことになる。しかし、県の判断で全県的に実施することにした。県の要領では、実

   施するかどうかは市町村が判断することになっているのに、今回はそのとおりにはで

   きなかった。

３．情報管理  Ｍ市では、２８日の新聞報道により市民からの要請が殺到したため、充分な対応ができ

なかった。同じ情報が，市の災害対策本部，総務課，建築課，県の地域事務所に重複した。

県庁での報道機関に対する窓口の発表は、地域性を考慮して慎重にすべきであった。

４．判定内容  落下物の危険項目については、危険にするか要注意にするか個人の判断によるところが

多い。調査表の見直しも必要ではないか。

５．被災宅地

危険度判定

① 県西部の開発団地では、建物よりも宅地被害に対する不安をもっている住民が非常に

   多くいて、被災宅地判定の要請が数多くあった。

② 本応急危険度判定基準によると周辺地盤の破壊による危険度については、不明な場合

   は一律に「要注意」とされる。一方、被災宅地危険度判定マニュアルで判定すると「危

   険」になる場合がある。被災宅地危険度判定制度及び同体制との連携はどうするのか。

   今回、被災宅地危険度判定は、一部の行政職員判定士が動いたものの全体としては機

   能しなかったのではないか。

６．その他  広島市の本庁への電話相談の多くに、瓦業者の紹介を求める声が多くあった。建築士事

務所協会では、早くから相談窓口を設けて頂いていたものの、この面で市民の要求に充分

応えることができなかった。

（注）上記は中国・四国被災建築物応急危険度判定協議会、平成 13年度第 1回担当者会議にて発表されたものの抜粋です。

 廿日市市では、山側の古い住宅団地で擁壁の損

傷はないものの宅盤の地割れが見られた。この対

処方法の相談が多くあった。マニュアルがあれば

と思う。「市に見てもらったら安心」という程度

の被害のものも多くあり、判定活動が「心のケア」

的なものになった。しかし、中には「建物の傾斜」

の項目で危険判定に近い要注意判定のものもあ

り、その場合、避難するよう強く指摘すべきかど

うか迷った。

６



    平成 13年度 各地の応急危険度判定参集・模擬訓練協議会ＮＥＷＳ

       応急危険度判定講習会の実施協議会ＮＥＷＳ

◆ 各地の総合防災訓練に判定士が参加

  ９月の防災週間に行われる総合防災訓練の一環として、会場内に仮設被

 災建築物を作製し、応急危険度判定参集訓練・模擬訓練が実施されました。

横浜市

実 施 日：平成１３年９月１日（土）

場   所：よこはま動物園ズーラシア第２駐車場

参加判定士：６名（旭区在住）

相模原市

実 施 日：平成１３年９月２日（日）

場   所：淵野辺公園

参加判定士：２６名

愛川町

実 施 日：平成１３年９月２日（日）

場   所：下箕輪消防訓練場

参加判定士：１８名

◆ 海老名市

 実 施 日：平成１３年１０月２８日（日）
 場  所：市営中野住宅

 訓練内容：平成８年度から参集訓練や

      判定士会議を実施しており

      ましたが、９月の総合防災

      訓練とは別に、今年度初め

      て解体予定の市営住宅１棟

      を使用して実施されました。

 当日は雨天というあいにくの空模様にもかかわら

ず、市長、判定士リーダーの挨拶の後、判定士２９名

が判定訓練を実施し、その後判定活動に係る意見交換

が行われました。

調査対象建築物

判定標識を

貼付する判定士

調査する判定士

講習会等問合せ先：(財)神奈川県建築安全協会 電話０４５（２１２）３５９９ 2002‐判定士だより９号 ７

開催する予定でおりますので、未だ講習会を

受けられていない方がおられたら、是非お声

をかけていただきますようお願いします。

 なお、協議会では平成 14年度から更新者を

対象とした講習会を計画しています。更新対

象者には別途ご案内する予定です。

u 平成１３年度で 10年目を迎えました。
 本年度も県内各地で 10 回講習会を開催し、

新規受講者 768名、更新者等再参加 179名、合

計 947名の受講を得ることができました。

 このうち協議会初の試みとして実施した更

新対象者だけの講習会も１回含まれています。

 平成 14年度も新規登録者のための講習会を



 平成 13年度応急危険度判定講習会において受講者からいただいた質問のうち、誌面の都合上主な質問につ

いて協議会から回答いたします。

 なお、文中の手帳ページは改訂版の応急危険度判定手帳(緑表紙)を使用していますが、手帳は印刷年度に

より若干ページが異なります。文中（ ）内のページについては、ウラ表紙に透明ポケットが付いている手

帳のページです。

NO 質 問 等 回 答

１  活動時に現地でトラブルがあった場合の措

置はどうか、また持参した方がよいものはなに

か。

 手帳 P23～25(P26～28)で現地対応を、また
P21(P24)で持参すべきものを掲載しています。
 なお、手帳には載っていませんが電卓があると

建築物の傾斜計算に便利です。

2  判定対象に建築設備を含めなくてよいのか。  判定は原則として外観調査であり建築物自体を

調査するものです。設備関係で気が付いたことが

ありましたら、調査表のコメント欄に記入してく

ださい。

3  判定標識(判定ステッカー)の色は誰でもわか
るよう白紙に色枠をしたらどうか。

 また、建築物の傾斜測定で転倒側での測定は

危険ではないか。

 調査表や判定標識は全国統一の用紙であり判定

標識は色と文字の両方で識別をしています。

 一見して危険のものは測定をせずに赤紙を貼っ

てください。また、傾斜側からの測定はさけて建

築物側面から行ってください。

4  判定建築物の規模等は建築士資格に添うも

のか。

 建築士法の設計等の条件とは異なりすべてを対

象としますが、判定受付時に得意分野をお聞きし

ます。

5  調査表のランク付と手帳のランク表の照合

がしやすいようにできないか。

 協議会の中で検討していきます。

6  講習内容は不良住宅にも適用なのか。  判定は地震の二次災害防止であり不良住宅の判

定とは異なります。

7  交通費、宿泊費

は支給されるのか。

 また、作業中の

怪我に補償はある

か。

 自宅から参集場所までは実費ですが、参集場所

から現地まで及び宿泊費は災害対策本部に従いま

す。

 怪我については、手帳 P8(P9)を参照してくださ
い。なお、平成 12年度以前の手帳には補償内容が
ありませんので「判定士たより 8号」の Q&Aを参
照してください。

8  調査表は 2人で
1枚か。

 作業は 1 人が測定、1 人が筆記を担当し原則 2
人 1組で行うため 1建築物に用紙 1枚となります

9  更新の場合写真

は必要か。

 写真貼付のない認定証が送付されます。その後

ご自身で写真を貼付し手帳裏面の透明ポケットに

入れて保管して下さい。

10  判定士連絡網で年 1回リーダーや自治会との
面識が必要である。

 各行政庁の担当窓口に要望としてご連絡くださ

い。

11  乾式の外装材で駆体が覆われ、建築物の構造

駆体の損傷が判定できない場合はどうするの

か。

 判定は原則として外観調査としますので、外装

材等の被害状況から判断し、判定してください。

12  要請を受けなければ個人的な活動はだめな

のか。

 個人的な活動における事故の場合、災害補償は

適用されませんので、必ず行政側からの連絡要請

により行動してください。

13  講習は 5年に 1回になるのか。また会費はあ
るのか。

 原則として登録時に 1回の講習でかまいません。
会費の徴収はなく運営は行政負担で行います。

14  判定は 2 人対応だが友人とペアを組めるの
か。

 一般には受付順で組んでいますが、不得意建築

物の整理等で調整する場合もあります。

      講習会での質問等に対する回答Ｑ Ａ＆

     更新申請は不要になりました。辞退されない限り自動更新されます。 ご存知ですか。８



NO 質 問 等 回 答

15  講習会での演習問題で外壁剥離 C、構造上 B
の時、建築物全体では Bランクではないか。

 応急危険度判定の主旨からして C ランクとなり
ます。

16  被災地で調査する場合消防等の他団体との

優先順位はあるのか。

 判定する前にコーディネーター(行政職員)から
注意事項を述べますが、特に順位はありません。

その現場状況により他団体と調整します。

17  鉄骨造等で火災にあっているものの判定は

行うのか。

 判定するにあたり特に危険なものは実施しませ

ん。判定士の身の安全を第一に考えてください。

18  木造の基礎の判定方法が不明である。  手帳 P50～51(P58～59)の範囲で判定してくだ
さい。

19  調査表について、判定士と調査者の違いはな

にか。また右端欄は数字でなくアルファベット

で表現したらどうか。

 応急危険度判定をする人を判定士といい、判定

士で現地調査をする人を調査者といいます。また

表現はコンピュータ処理の入力上、数字にしてお

り全国共通です。

20  判定を無視した住民がいたら、二次災害防止

にならずある程度の強制力が必要ではないか。

 判定士に強制力があると多大な負担がかかりま

すので、あくまで居住者の判断によります。

21  現地での判定が最優先か、調査時にビデオ等

を撮り再度検討の必要はないか。

 被災地の住民はかなりのショックを受けている

ので、カメラ等の使用は避けた方がよく、即時な

判定をしてくだい。特に使用の時は居住者の承諾

を得て下さい。

22  1棟につき調査時間はどの位か。  木造で 15分、その他で 30分位が目安です。
23  傾斜測定を

x/100にしな
いのか。

 木造の傾斜は 1/60、1/20 であり計算しやすい
x/120を採用しています。また下げ振りも 1.2mで
印しを付けてあります。手帳 P47(P55)参照

24  模擬訓練へ

の参加ができ

ない判定士に

訓練等を公表

して欲しい。

 模擬訓練等さまざまな情報は情報誌(判定士だよ
り)やホームページを活用して行っています。
 また、模擬訓練への参加希望は市町村担当課に

お問い合わせください。

25  判定士の年齢制限はあるのか。  年齢制限はありませんが、健康上等の理由で辞

退したい場合は辞退届を提出してください。

 手帳(P97)参照(※1)
26  実際現地に行って診断ができるのか。

 また、会社や家族の理解が重要。その対応策

はあるのか。

 協議会では年 1 回模擬訓練を実施し、判定技術
の向上を図っています。参加できない人には判定

士だよりやホームページに状況を掲載します。ま

た、対応策は手帳 P21(P24)を参照してください。
27  居住者が不在でも判定して判定標識（判定ス

テッカー）を貼ってもよいのか。

 居住者の有無にかかわらず判定し判定標識を安

全で見やすい所に貼付してください。後に居住者

等が判断しやすいようコメント欄に安全対策等を

記入してください。判定の責任は実施本部が負い

ます。

28  県内に勤務地があり、住居が都内の場合の連

絡先はどうなるのか。

 また、県外へ異動した時はどうなるのか。

 自宅が基本ですが登録時の連絡網によります。

 また、居住地、勤務地が共に県外の場合は転居

先の都道府県に申請すれば判定士登録ができま

す。また、居住地等の変更は変更届を提出してく

ださい。手帳(P95)参照(※2)
  
 (注) ※1、※2について、ウラ表紙に透明ポケットが付いていない手帳をお持ちの判定士の方には、辞退

   届や変更届が添付されていません。各届出用紙が必要な場合は協議会委託事務を行っている(財)神奈

   川県建築安全協会(電話０４５－２１２－３５９９、ＦＡＸ０４５―２０１―２２８１)へご連絡くだ

   さい。

認定証の有効期間満了時に協議会より新しい認定証を送付いたします。 2002‐判定士だより９号 ９



        協議会ホームページの更新インフォメーション

１０ 2002‐判定士だより９号 住所等に変更が生じた時は、変更届の提出をお忘れなく。

準備が万全か、今一度ご確認をお願い申し上げ

ます。

 協議会では、企画・広報・訓練・情報の各分

科会において、より実践的にかつ、判定士の皆

さんが活動しやすいように研究、検討を重ねて

おりますが、ご意見等があればお聞かせいただ

きたいと思います。この”たより”が届くまで、

また、その後におきましても大きな地震等に見

舞われることの無いように祈念いたします。

 今後も協議会へのご協力をお願いいたしま

す。

       （広報分科会：主査 小田原市）

 平成 13年度は、県内においては現在まで幸い

にも大きな地震に見舞われることなく、経過し

ております。しかしながら、東海地震の予想震

源域の変更が行われ震度 6 弱の区域も拡大さ

れ、地震についての考え方も流動的になってお

ります。判定士の皆さんには、地震が発生した

場合、二次災害から貴重な人命を守るため重要

な役割を担っていただくことになります。我が

県に影響が出ると思われる東海地震、神奈川県

西部地震については、周期的にいつ発生しても

不思議でない状況にあります。

 この機会に是非皆さんのご家庭でも災害への

皆様の被害
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編集後記

 応急危険度判定要綱

 事業内容

協議会規約  行政担当窓口

地震のページ  トピックス

 応急危険度判定・早分かり

 過去の応急危険度判定

トップページ 応急危険度判定  判定士になりたい方へ

 判定士への情報コーナー

 応急危険度判定の関係機関

 応急危険度判定・質問コーナー

宅地危険度判定  宅地危険度判定・早分かり

 行政担当窓口

ホームページ

  の構成

協議会では判定制度や活動状況等に関する

情報の公開と判定士の方とのコミュニケーシ

ョン手段を目的に平成 12年 11月 1日にＨＰ
を開設しました。

今回ＨＰを更新するにあたり「一般」、「判

定士になりたい人」、「判定士」の３通りの訪

問者を対象に検討を行いました。

また、「宅地危険度判定」制度

についても紹介しています。

◆ 協議会ＨＰを更新しました。

協議会では、判定士の方にＥメールアドレ

スの登録をお願いしています。

判定士の方に直接情報提供したり、災害時

の協力要請の一つの手段として活用していく

予定です。登録方法についてはＨＰをご覧下

さい。

◆ Ｅメールアドレス登録のお願い。


